




参考資料１ 用語説明 
 

 用 語 説 明 

ア 

行 
栄養塩 

（えいようえん） 

海藻や植物プランクトンが成長のために大量に摂り込む窒素（硝酸

態、亜硝酸態、アンモニア態）、リン（リン酸態）、ケイ素（ケイ酸態）を

指す。鉄などもごく微量に必要で微量栄養塩という。 

鉛直混合 

（えんちょくこんごう） 

海水の成層構造が崩れて上下の水塊が混合すること。表層の海水

が水温の低下や塩分上昇によって重くなり深く沈み込むために起こ

る。 

大型海藻 

（おおがたかいそう） 

藻場を構成する海藻の種類のうち、コンブ、アラメ・カジメ、ワカメ、ホ

ンダワラ類。 

カ 

行 

海浜流 

（かいひんりゅう） 

海岸付近での波浪によって海岸線の近くに起こる流れ。波が海岸に

近づいて砕波して生じる沿岸流や、沖向きに流れる離岸流をいう。 

殻径（かくけい） 
ウニの殻の長径。漁獲制限などに使われ、普通は㎜単位まで求め

る。 

核藻場（かくもば） 

周辺に海藻の胞子・遊走子や幼胚を長期間にわたり拡散させるた

めの核となる母藻群落のこと。天然の離れ岩や暗礁に残存する群

落のほか、人工的に保護あるいは造成した藻場礁を指すことが多

い。 

仮根（かこん） 
海藻の根のような部分の総称。外見上は種子植物の根と似ている

こともあるが、主な機能は付着で、栄養を吸収する働きはない。 

嵩上げ（かさあげ） 
海底に石やブロックなどを積み上げて高くすること。水深を浅くする

ことにより受光量や海水流動が増大し、海藻が生えやすくなる。 

基質（きしつ） 
幼胚や胞子・遊走子が着生するための海底の岩や石、ブロックのこ

と。 

現存量 

（げんぞんりょう） 

バイオマスの1つで、ある時点の単位面積当たりのバイオマス量を

表す（単位はg／㎡、㎏／㎡）。 

光量子（こうりょうし） 

光には粒子としての性質があり、一粒一粒を光量子という。葉や海

底などの1㎡に1秒間に当たる光量子の数が光量子束密度（単位は

μmol／㎡･s）。 

小型海藻 

（こがたかいそう） 

藻場を構成する海藻の種類のうち、テングサなどの小型の海藻。 

コドラート 藻場調査で用いられるある一定の大きさの方形の枠。 

サ 

行 
子嚢斑（しのうはん） 

コンブ・アラメ・カジメ類で、遊走子がつくられる袋（遊走子嚢）が藻体

の表面に密集して斑状となる部位のこと。 

種苗糸 

（しゅびょういと） 

海藻の幼体を生やしたクレモナ糸でブロックや幹縄に巻きつけて使

う。 

照度（しょうど） 
平面に光が照射された時の明るさを表す。単位はルクス（luxまたはl

x）。 
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 用 語 説 明 

サ 

行 

植食動物 

（しょくしょくどうぶつ） 

ウニ、アワビ、アイゴなど海藻や海草を食べる動物のこと。少なから

ず動物も食べるものが多い。 

人工海藻（草） 

（じんこうかいそう） 

天然の海藻や海草を模した樹脂製やゴム製の人工物。浮力を持

ち、海底に立たせ、有用魚介類の産卵場や稚魚の育成場所として

用いられる。 

生殖器床 

（せいしょくきしょう） 

ホンダワラ類の成熟藻体に生じるこん棒状の構造。表面に無数に

形成される小穴（生殖巣）に卵や精子のいずれか（まれに両方）が

形成される。 

成長帯・成長点 

（せいちょうたい・せい

ちょうてん） 

コンブ・アラメ・カジメ類の茎状部と葉状部の移行部分で、細胞分裂

が盛んな部分を指す俗称。正しくは分裂組織という。 

瀬切り（せぎり） 
海岸線と直交する方向に網等を設置する方法。もともと伊豆地方の

イセエビ漁業者が使用していた用語である。 

石灰藻 

（せっかいそう） 

細胞壁や細胞間隙に炭酸カルシウムを沈着させる海藻。紅藻のサ

ンゴモ類が代表的であるが、緑藻のサボテングサや褐藻のウミウチ

ワも石灰藻。 

石膏球 

（せっこうきゅう） 

水の動きがあると石膏が溶けやすくなる性質を利用し、海水流動の

大きさを相対的に測定する球状または半球状の石膏。使用前後で

重量を比較し、時間当たりの流失量で比較する。 

摂餌（せつじ） 植食動物が海藻を食べること。摂食や採食ともいう。 

摂餌圧（せつじあつ） 
植食動物が海藻を食べる程度を表す表現。摂餌圧は、植食動物の

サイズ、餌の種類、水温、海水流動等の影響を受ける。 

セディメントトラップ 
沈降して堆積する粒子（砂・有機物など）を調査するために海底や海

中に設置する捕捉用の容器。 

遷移（せんい） 
時間とともに群落が交代すること。海藻では、ふつう短命性から一

年生、多年生へ、小型から大型の種へと移り変わる。 

側葉（そくよう） アラメ・カジメ類の中央葉から左右に伸びる葉片。 

タ 

行 
多年生（たねんせい） 

海藻や海草の寿命が2年以上であることを表す表現。寿命が1年の

場合は一年生、より短い場合は短命性という。 

潮汐残差流 

（ちょうせきざんさりゅ

う） 

ある観測期間中の平均を残差流（平均流)と称し、残差流の大きさ

は、地形や風、鉛直方向の密度差によって変化する。これらの変動

要因のうち、地形の影響による潮流の変形や偏りによって生じる残

差流を潮汐残差流という。 

潮流（ちょうりゅう） 潮汐によって生じる海水の流れ。 

デトライタス プランクトンの死骸などの有機物。デトリタスともいう。 
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 用 語 説 明 

ハ 

行 

波動流（はどうりゅう） 波によって起こる流れ。 

被度（ひど） 
海藻など底生動植物が被覆する割合（基質面積当たりの占有面

積）。数値で表したり、6段階程度の階級で表したりする。 

貧栄養 

（ひんえいよう） 

窒素やリンなどの栄養塩濃度が低い状態で、河川の流入が少ない

外海域で起こりやすい。 

浮泥（ふでい） 

動植物の遺骸や排泄・分泌物などの有機物や無機物（鉱物質）の集

塊で構成され、海水中を浮遊したり、海底に沈殿したりする。浮泥に

は有機物を分解する（食べる）微生物も付着しており微小動物の餌

になる。 

胞子体（ほうしたい） 

世代交代を行う海藻の生活史の中で、胞子や遊走子を生じる無性

の体。コンブ・アラメ・カジメ類の場合、食用となる葉状の世代が胞子

体で、顕微鏡サイズの雄や雌が配偶体である。 

母藻（ぼそう） 胞子・遊走子・幼胚を得るための成熟した海藻。 

ヤ 

行 
遊走子（ゆうそうし） 

鞭毛をもつ胞子で、無性世代の藻体につくられる。コンブ・アラメ・カ

ジメ類では2本の鞭毛をもち、放出後、数時間海水中を泳ぎ回る。 

幼胚（ようはい） 
ホンダワラ類の受精卵が胚発生を開始した状態を指す。この状態で

母藻の生殖器床から離れ、海底に落下して付着する。 
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参考資料２ 許可・法律関係 
 

１ 漁港区域内の水域を利用してウニを肥育する際の留意点について 

漁港区域内の水域は、漁港漁場整備法第 3 条に基づく漁港施設である泊地として利用さ

れる水域とそれ以外の水域（航路をのぞく）とに大別される。 
泊地及びそれ以外の水域を利用してウニを肥育する場合、漁港施設である泊地の多くが

国の補助金等の交付を受けて取得された施設であること、泊地及びそれ以外の水域は漁港

管理者が管理していることから、大きく以下の 2 つの制約を受ける。なお、最近は漁港施

設の有効活用を図るために利用規制の緩和が行われている。 

「漁港の有効活用について（漁港施設に関する利用規制の緩和）」水産庁，平成 31 年 4 月 
https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_thema/attach/pdf/sub60-8.pdf 

 
①漁港漁場整備法及び地方公共団体が定める漁港管理条例等に基づく漁港の保全 

漁港の区域内の水域又は公共空地において、水面や土地の一部を占用する場合は、漁港

管理者の許可が必要とされている。 
このため、漁港区域内の水域を占用してウニの肥育を行おうとする者は、事前に、漁港

漁場整備法第 39 条及び漁港管理者が定める漁港管理条例等に基づき、漁港管理者に対し

て水面占用の許可を受けなければならない。 

漁港漁場整備法（昭和二十五年法律第百三十七号） 

（漁港の保全） 

第三十九条 漁港の区域内の水域又は公共空地において、工作物の建設若しくは改

良（水面又は土地の占用を伴うものを除く。）、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛

土、汚水の放流若しくは汚物の放棄又は水面若しくは土地の一部の占用（公有水面の

埋立てによる場合を除く。）をしようとする者は、漁港管理者の許可を受けなければ

ならない。ただし、特定漁港漁場整備事業計画若しくは漁港管理規程によつてする行

為又は農林水産省令で定める軽易な行為については、この限りでない。 

２ 漁港管理者は、前項の許可の申請に係る行為が特定漁港漁場整備事業の施行又

は漁港の利用を著しく阻害し、その他漁港の保全に著しく支障を与えるものでない限

り、同項の許可をしなければならない。 

３ 漁港管理者は、第一項の許可に漁港の保全上必要な条件を付することができ

る。 

４ 国の機関又は地方公共団体（港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）に規定

する港務局を含む。）が、第一項の規定により許可を要する行為をしようとする場合

には、あらかじめ漁港管理者に協議することをもつて足りる。 

５ 何人も、漁港の区域（第二号及び第三号にあつては、漁港施設の利用、配置そ

の他の状況により、漁港の保全上特に必要があると認めて漁港管理者が指定した区域

に限る。）内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 

一 基本施設である漁港施設を損傷し、又は汚損すること。 

二 船舶、自動車その他の物件で漁港管理者が指定したものを捨て、又は放置する
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こと。 

三 その他漁港の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの

を行うこと。 

６ 漁港管理者は、前項各号列記以外の部分の規定又は同項第二号の規定による指

定をするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示しなければなら

ない。これを廃止するときも、同様とする。 

７ 前項の指定又はその廃止は、同項の公示によつてその効力を生ずる。 

８ 都道府県知事（地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内に

あつては、当該指定都市の長。以下この項において同じ。）（港湾法第五十八条第二項

の規定に基づき公有水面埋立法（大正十年法律第五十七号）の規定による都道府県知

事の職権を行う港湾管理者を含む。）は、漁港の区域内における公有水面の埋立てに

ついて、同法第二条第一項の規定による免許をしようとするときは、漁港管理者の同

意を得なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、

この限りでない。 

一 特定漁港漁場整備事業計画によつてする埋立て 

二 前号に掲げるもののほか、漁港施設の整備のためにする埋立て 

三 前二号に掲げるもののほか、第一種漁港、第二種漁港又は第四種漁港の区域内

の埋立てであつて当該漁港の利用を著しく阻害しないもの 

 

○○県（市町村）漁港管理条例 

（占用の許可等） 

第〇条 甲種漁港施設（水域施設を除く。）を占用し、又は当該施設に定着する工

作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、知事（市町村長）

の許可を受けなければならない。 

２ 知事（市町村長）は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を附する

ことができる。 

３ 第１項の占用期間は、〇月（工作物の設置を目的とする占用にあつては〇年）

を超えることができない。ただし、知事（市町村長）が特別の必要があると認めた場

合においては、この限りでない。 

 

なお、漁港区域内の水域の利用については、上記以外にも地方公共団体の規則等で規制

されている可能性もある。 

 

②国の補助金等により取得した施設に係る処分の制限 

泊地の整備に対して国の補助金等が使われている場合、泊地を目的外に使用するため処

分する場合には国の承認が必要とされている。このため、例えば、泊地の一部をウニ肥育

水域として恒久的に利用する場合は、その泊地を整備した補助事業者は、事前に農林水産

大臣に対し財産処分（一部泊地の処分）の申請を行い、その承認を受けなければならない。

この場合、農林水産大臣から補助事業者に対し、補助金返還が承認の条件として付される
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場合がある。 

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和三十年法律第百七十九号） 

（財産の処分の制限）  

第二十二条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令

で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して

使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、政令で

定める場合は、この限りでない。 

 

漁港管理者は地方公共団体であり、補助事業者についても地方公共団体である場合が多

い。そのため、泊地でウニの肥育を行う場合は、まず、漁港の所在する地方公共団体の漁

港施設管理担当部局に相談することが望ましい。 

 

２ 一般市民参加に当たっての法律上の留意事項について 
ウニやアワビ等の磯根資源を対象とする漁業は、漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第

60 条第 5 項に定める第１種共同漁業（藻類、貝類又は農林水産大臣の指定する定着性の水

産動物を目的とする漁業）に該当し、漁業協同組合等が都道府県知事から共同漁業権の免

許を受け、組合や関係地区の組合員が共同で漁場の管理を行い、漁業自体も組合員によっ

て営まれている。 
磯焼けによりウニの身入りが悪くなったりアワビの資源量が減少したりした場合は、漁

場を管理する組合や関係地区の組合員が共同で対策に取り組むことが望まれる。しかし、

磯焼けの程度が深刻で漁業者主体の取り組みだけでは対策が困難な場合で、漁業者が他者

の協力を得たいと望み、かつ、一般市民も海洋環境を改善するため漁場管理に協力したい

と要望し、相互の利害が一致する場合には、漁業者は一般市民の協力を得て磯焼け対策に

取り組むことができる。 
磯焼け対策としてウニ除去を行う場合、漁場管理を目的として行うこと、及び一般市民

の協力を得て行うことについて、実施地区の共同漁業権を有する漁業協同組合の総会又は

関係地区ごとの総会の部会等であらかじめ了承を得ておくべきである。総会等で了承を得

るため、事前に、参加する一般市民の氏名・住所を確認し、漁場管理の協力として漁業者

が指示する活動以外の行為はしないという誓約書を書いてもらう必要が生じる場合もある。 
また、一般市民の協力を得て磯焼け対策活動を行うことについて、事前に都道府県の漁

業調整担当部局及び海上保安部署に説明しておくべきである。 
ウニは、磯焼け現象の原因生物であるだけでなく、第１種共同漁業の対象種であること

から、ウニを除去する行為については関係法令によって制約を受ける。上段に示した手続

きを経て一般市民の協力を得たウニ除去活動を行う場合を例に、以下に関係する法令等の

内容を挙げる。 
 

①漁業権侵害に対する考え方 

漁業権のある組合員や漁業権が免許された組合の行政資格のある組合員が、その漁業権

の内容となっている漁業を営む権利を第三者が侵害することは、民法上、権利者の同意な

くして許されない。加えて、これらの権利を侵害した者に対しては漁業法第 195 条に基づ
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き漁業権侵害の罰則が適用される。しかし、漁業権侵害罪は親告罪なので、上記のように

当該活動が共同漁業権を有する漁業協同組合の総会等で正式な手続きを経て了承されてい

れば、問題になることはないと考えられる。 

 

②都道府県漁業調整規則に対する考え方 

各都道府県が定めた漁業調整規則には、「保護水面における採捕の制限」、「採捕の禁止期

間」、「採捕の体長制限」、「漁具漁法の制限及び禁止」等の規定があるため、磯焼け対策に

取り組む場所、時期、除去するウニの体長、除去の手法等がこれらの規定に抵触していな

いか確認する必要がある。また、「遊漁者等の漁具漁法の制限」に一般市民が行うウニ除去

が抵触しないか確認する。これらの規定は、漁業権者の同意が得られていても違法行為と

なるので注意が必要である。 
漁業調整規則に「試験研究等の適用除外」という規定があり、試験研究、教育実習又は

増養殖用の種苗（種卵を含む）の供給等のための水産動植物の採捕については、水産動植

物の種類、大きさ、採捕の期間もしくは区域、使用する漁具・漁法の制限又は禁止の事項

等について、知事の許可を受け特別採捕許可を得られれば適用除外となり、実施すること

が可能となる。例えば、都道府県の試験研究機関や漁業協同組合の研究部局が主体となり、

ウニ除去による磯焼け改善効果を科学的に検証するような活動を行う場合は、上段の規定

に該当する場合でも、特別採捕許可を得ることができれば実施可能となる。 
なお、漁業調整規則の運用については地域によって異なっており、特別採捕許可の基準

についても各都道府県によって異なっているので、円滑に活動を実施するためには、都道

府県関係部局と連絡を密にすることが重要である。 

 

③潜水士免許の必要性について 

労働安全衛生法関係では、潜水士免許を受けた者でなければ、業務で潜水器を用い、か

つ、ボンベからの給気を受けて、水中において行う業務につくことができないこととされ

ており、これに違反した場合は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金とされている。 
しかも、行為者のみでなく、法人等に対しても罰金が科される規定となっている。 
また、高気圧作業安全衛生規則でも「事業者は、潜水士免許を受けた者でなければ、潜

水業務につかせてはならない。」とされているが、こちらには罰則はない。 
一般市民が、ボランティアとしてウニ除去作業に参加する場合は、業務とは言いがたい

ので、潜水士免許は必要ないと考えられるが、あらかじめ、労働安全衛生法関係部局に相

談しておくことが望ましい。 
 

労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号） 

（就業制限） 

第六十一条  事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものにつ

いては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の

登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定

める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。 
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労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号） 

（就業制限に係る業務） 

第二十条 九 潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気

又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務 

 

労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三十二号） 

（就業制限についての資格） 

第四十一条  法第六十一条第一項に規定する業務につくことができる者は、別表第

三の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。 

別表第三 （第四十一条関係） 

 

 

 

 

労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号） 

（罰則） 

第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円

以下の罰金に処する。 

一 第十四条、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の

三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十三条第一項若

しくは第二項、第三十四条、第三十五条、第三十八条第一項、第四十条第一項、第四

十二条、第四十三条、第四十四条第六項、第四十四条の二第七項、第五十六条第三項

若しくは第四項、第五十七条の四第五項、第五十七条の五第五項、第五十九条第三

項、第六十一条第一項、第六十五条第一項、第六十五条の四、第六十八条、第八十九

条第五項（第八十九条の二第二項において準用する場合を含む。）、第九十七条第二

項、第百五条又は第百八条の二第四項の規定に違反した者 

（両罰規定） 

第百二十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業

者が、その法人又は人の業務に関して、第百十六条、第百十七条、第百十九条又は第

百二十条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して

も、各本条の罰金刑を科する。 

 

高気圧作業安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第四十号） 

（潜水士） 

第十二条  事業者は、潜水士免許を受けた者でなければ、潜水業務につかせては

ならない。 

 

業務の区分 業務につくことができる者

令第二十条第九号の業務 潜水士免許を受けた者
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（潜水士免許の根拠法令） 

高気圧作業安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第四十号） 

労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）の規定に基づき、及び同法

を実施するため、高気圧障害防止規則を次のように定める。 

第六章 免許 

 第二節 潜水士免許（第五十二条―第五十五条） 

（免許を受けることができる者） 

第五十二条 潜水士免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるもの

とする。 

一 潜水士免許試験に合格した者 

二 その他厚生労働大臣が定める者 

（試験科目等） 

第五十四条 潜水士免許試験は、次の試験科目について、学科試験によつて行な

う。 

一 潜水業務 

二 送気、潜降及び浮上 

三 高気圧障害 

四 関係法令 
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おわりに 

本ガイドラインを作成するにあたり、ご指導・ご協力をいただきました委員を始め、大

変多くの方々からご協力をいただきました。事務局を代表して、心からお礼申し上げま

す。今回の改訂第 3 版は、磯焼け対策に必要とされる技術について、「藻場回復・保全技

術の高度化検討調査」（平成 30 年度～令和 2 年度）より得られた新しい技術や知見をもと

にして編纂しました。また、植食動物の生態や各地の事例を充実させています。 
なお、磯焼けの発生要因についてはまだまだ不確定な部分が残されています。対策技術

の効果も現場の環境条件などに大きく影響を受けるため、想定していた効果が十分に発現

しない場面もあるかと思われます。しかし、そのような場合であっても本書で示した

PDCA サイクルを回しながら、適時適切な対策を施すともに、活動に取り組む仲間（協力

者）を増やし継続的に実施して行くことが重要です。失敗を恐れず、粘り強く磯焼け対策

に取り組むことが大切と考えます。今後も、本ガイドラインを参考に、現場目線での活動

と、対策技術の検証と改善に努め、知見等を集め、より効果的・効率的な磯焼け対策が推

進されることを期待します。 

    事務局 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産技術研究所 

一般社団法人水産土木建設技術センター 

 

編集委員会および事務局の構成 

藻場回復・保全技術の高度化検討会 

委員長 藤田大介 東京海洋大学海洋生物資源学部 准教授 

委 員 村瀬 昇 水産大学校生物生産学科 教授 

委 員 中村洋平 高知大学大学院総合人間自然科学研究科 准教授 

 

ガイドラインの改訂にあたり、下記の方々に貴重な情報、写真等のご協力をいただいた。こ

の場をかりてお礼申し上げます。 
＜五十音順＞ 
壱岐市、（一社）磯根研究所、（有）エコシステム、大分県漁協名護屋支店、小樽漁協、（有）尾塚

水産、オフィス MOBA、尾鷲市、（株）海中景観研究所、神恵内村、上対馬漁協、共和コンクリート

工業（株）海藻技術研究所、（一社）漁港漁場新技術研究会、九十九島漁協、高知県漁協上ノ加

江支所、高知県漁協久通支所、小坪漁協、西海大崎漁協、西海市、サカイオーベックス（株）、佐

賀玄海漁協鎮西町統括支所、佐世保市、NPO 法人 SEA 藻、（有）自然環境調査、島袋寛盛、積

丹町、城ヶ島漁協、新宮相島漁協、水産大学校、寿都町、（株）東海アクアノーツ、徳島県、道総研

（中央水試）、長崎市、長崎市福田漁協、長崎市みなと漁協外海支所、長崎市みなと漁協深堀支

所、長崎市新三重漁協、西日本オーシャンリサーチ、日本大型人工魚礁協会、日本消波根固め

ブロック協会、（株）不動テトラ、（株）ベントス、北海道、（有）丸徳水産、三重県、八雲町漁協、横須

賀市大楠漁協 
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